


 

 

４ 手続等 

(1) プロポーザル提案説明書等の交付 

  令和 6 年 6 月 21 日（金）から都心まちづくり推進室ホームページにて公開 

(2) 企画提案書等の提出 

 ア 提出方法 

持参又は郵送とする。 

 

 イ 提出期間 

令和 6 年 6 月 21 日（金）から令和 6 年 7 月 12 日（金）までの土曜日、日

曜日及び祝日を除く日。 

受付時間は 8 時 45 分から 17 時 15 分までとする。 

 

 ウ 提出場所及び送付先 

上記１のとおり。 

 

５ 選定方法 

(1) 一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等を企画競争実施委員会により書類審査する。提出者

が少数の場合は省略する場合がある。 

(2) 最終審査（ヒアリング） 

 企画競争実施委員会においてヒアリングを実施し、委員の評価の合計点数が

最も高い企画提案を契約候補者とする。 

 

６ その他 

(1) 以下の場合には、選定委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法が、本提案説明書に

て定めた内容に適合しなかった者。 

イ 審査の公平性を害する行為を行った者。 

ウ その他、本提案説明書等に定める手続き、方法等を遵守しない者。 

(2) プロポーザルに係る一切の経費は、参加者の負担とする。 

(3) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(4) 提出された企画提案書の訂正･追加･再提出は認めない 

(5) 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

(6) 詳細は提案説明書による。 

 


